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【公開日】平成29年3月9日(2017.3.9)
【年通号数】公開・登録公報2017-010
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【国際特許分類】
   Ａ０１Ｇ  18/20     (2018.01)
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月26日(2018.7.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　米糠の水懸濁液を破砕撹拌して得られた米糠破砕抽出物を含有することを特徴とする、
茸栽培用培養液。
【請求項２】
　前記米糠破砕抽出物が、米糠の水懸濁液を破砕撹拌して得られた抽出液、その濃縮物、
その希釈物、又はその乾燥粉末である、請求項１に記載の茸栽培用培養液。
【請求項３】
　前記米糠破砕抽出物が、水１００質量部に対して米糠を２０質量部以上含む水懸濁液を
破砕撹拌して得られたものである、請求項１又は２に記載の茸栽培用培養液。
【請求項４】
　茸が、エノキタケ、ヒラタケ、タモギタケ、ブナシメジ、エリンギ、ヤナギマツタケ及
びシイタケからなる群より選択される少なくとも一種である、請求項１～３のいずれかに
記載の茸栽培用培養液。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の茸栽培用培養液と、培養基材とを含む茸栽培用培地。
【請求項６】
　前記培養基材は、再利用可能な線状繊維基材又はシート状繊維基材である、請求項５に
記載の茸栽培用培地。
【請求項７】
　請求項１～４のいずれかに記載の茸栽培用培養液と、培養基材とを含む栽培用培地を用
いて、茸を菌床栽培することを特徴とする、茸の栽培方法。
【請求項８】
　前記培養基材が、再利用可能な線状繊維基材又はシート状繊維基材である、請求項７に
記載の茸の栽培方法。
【請求項９】
　茸が、エノキタケ、ヒラタケ、タモギタケ、ブナシメジ、エリンギ、ヤナギマツタケ及
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びシイタケからなる群より選択される少なくとも一種である、請求項７又は８に記載の茸
の栽培方法。
【請求項１０】
　茸の栽培後に栽培用培地から繊維基材を回収し、前記繊維基材を培養基材として再利用
して茸の栽培を繰り返し行う、請求項７～９のいずれかに記載の茸の栽培方法。
【請求項１１】
　米糠の水懸濁液を破砕撹拌する工程、及び、
固形分を除去して米糠破砕抽出物を得る工程
を含むことを特徴とする茸栽培用培養液の製造方法。
【請求項１２】
　前記米糠の水懸濁液が、水１００質量部に対して米糠を２０質量部以上含む、請求項１
１に記載の茸栽培用培養液の製造方法。
【請求項１３】
　前記破砕撹拌が０～４０℃で行われる、請求項１１又は１２に記載の茸栽培用培養液の
製造方法。
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